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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数のコンピュータプロセッサを備え、被融資者であるユーザの信用情報を管理
するシステムであって、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、読取可能な命令を実行することに応じて
、
　ユーザの複数の所定の条件の充足状況に少なくとも基づいて前記ユーザの信用情報を更
新するステップと、
　前記信用情報に少なくとも基づいて前記ユーザに対する報酬を設定するステップと、
　複数のユーザの前記複数の所定の条件の充足状況と、前記複数のユーザの返済状況との
相関関係を求めるステップと、を実行する、
　システム。
【請求項２】
　前記設定するステップは、優遇金利の適用を前記報酬として設定する請求項１のシステ
ム。
【請求項３】
　前記設定するステップは、前記ユーザに対するキャッシュバックを前記報酬として設定
する請求項１のシステム。
【請求項４】
　前記設定するステップは、前記信用情報に少なくとも基づいて特定金利を特定し、前記
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特定金利に基づいて前記キャッシュバックを設定する請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記設定するステップは、実際に支払われた利息と、前記特定金利を適用した場合に支
払うべき利息と、の差額に基づいて前記キャッシュバックを設定する請求項４のシステム
。
【請求項６】
　前記設定するステップは、設定したキャッシュバックを返済金に充当することを含む請
求項３ないし５何れかのシステム。
【請求項７】
　前記設定するステップは、返済の完了後、前記ユーザに対する報酬を設定する請求項１
ないし６何れかのシステム。
【請求項８】
　前記信用情報は、ポイントの保有数を含む請求項１ないし７何れかのシステム。
【請求項９】
　前記設定するステップは、前記ポイントの保有数の一部又は全部であるポイントの使用
数が大きいほど低くなるように特定金利を特定し、前記特定金利に基づくキャッシュバッ
クを前記報酬として設定する請求項８のシステム。
【請求項１０】
　前記設定するステップは、前記ユーザによって特定された前記ポイントの使用数に基づ
いて前記ユーザに対する前記報酬を設定する請求項８又は９のシステム。
【請求項１１】
　前記所定の条件は、所定のアクションを実行することに応じて充足する条件を含む請求
項１ないし１０何れかのシステム。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１何れかのシステムであって、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、さらに、前記複数の所定の条件のうち前
記ユーザに適用する１又は複数のユーザ適用条件を特定するステップを実行し、
　前記更新するステップは、前記複数の所定の条件のうち前記ユーザの前記１又は複数の
ユーザ適用条件の充足状況に少なくとも基づいて前記ユーザの信用情報を更新する、
　システム。
【請求項１３】
　前記特定するステップは、ユーザの返済計画、返済状況、及び、ポイントの保有数の少
なくとも１つに基づいて前記ユーザ適用条件を特定することを含む請求項１２のシステム
。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３何れかのシステムであって、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、さらに、
　前記ユーザの預金口座情報を取得するステップと、
　前記預金口座情報に少なくとも基づいて前記ユーザに警告情報を提示するステップと、
を実行する、
　システム。
【請求項１５】
　１又は複数のコンピュータによって実行され、被融資者であるユーザの信用情報を管理
する方法であって、
　ユーザの複数の所定の条件の充足状況に少なくとも基づいて前記ユーザの信用情報を更
新するステップと、
　前記信用情報に少なくとも基づいて前記ユーザに対する報酬を設定するステップと、
　複数のユーザの前記複数の所定の条件の充足状況と、前記複数のユーザの返済状況との
相関関係を求めるステップと、を備える、
　方法。
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【請求項１６】
　被融資者であるユーザの信用情報を管理するプログラムであって、
　１又は複数のコンピュータ上で実行されることに応じて、前記１又は複数のコンピュー
タに、
　ユーザの複数の所定の条件の充足状況に少なくとも基づいて前記ユーザの信用情報を更
新するステップと、
　前記信用情報に少なくとも基づいて前記ユーザに対する報酬を設定するステップと、
　複数のユーザの前記複数の所定の条件の充足状況と、前記複数のユーザの返済状況との
相関関係を求めるステップと、を実行させる、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被融資者であるユーザの信用情報を管理するシステム、方法、及びプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被融資者に対する途上与信を管理するシステムが提案されている。例えば、特許
文献１は、担保の現在の評価額等に基づいて被融資者の信用余力を設定し、この信用余力
に関連付けられているアクションを被融資者に対して取るべきアクションとして決定する
システムを開示している。当該システムにおいては、担保の現在の評価額を含めて被融資
者の途上与信を管理することができ、返済の延滞等が発生するよりも前に、被融資者への
連絡等のアクションを取ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１８２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来のシステムにおいては、融資者が、被融資者の信用余力に
応じたアクションを取ることができるものの、当該アクションは融資者側の人的リソース
を必要とするにもかかわらず、当該アクションによって返済の延滞等が防止できるとは限
らない。従って、返済の延滞等を被融資者自らが積極的に回避することを促す仕組みの提
供が望まれる。
【０００５】
　本発明の実施形態は、返済の延滞等による信用力の低下を被融資者自らが回避すること
を促すことを目的の一つとする。本発明の実施形態の他の目的は、本明細書全体を参照す
ることにより明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係るシステムは、１又は複数のコンピュータプロセッサを備え、
被融資者であるユーザの信用情報を管理するシステムであって、前記１又は複数のコンピ
ュータプロセッサは、読取可能な命令を実行することに応じて、融資の実行後のユーザの
信用情報を更新するステップと、前記信用情報に少なくとも基づいて前記ユーザに対する
報酬を設定するステップと、を実行する。
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る方法は、１又は複数のコンピュータによって実行され、被融
資者であるユーザの信用情報を管理する方法であって、融資の実行後のユーザの信用情報
を更新するステップと、前記信用情報に少なくとも基づいて前記ユーザに対する報酬を設
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定するステップと、を備える。
【０００８】
　本発明の一実施形態に係るプログラムは、被融資者であるユーザの信用情報を管理する
プログラムであって、１又は複数のコンピュータ上で実行されることに応じて、前記１又
は複数のコンピュータに、融資の実行後のユーザの信用情報を更新するステップと、前記
信用情報に少なくとも基づいて前記ユーザに対する報酬を設定するステップと、を実行さ
せる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の様々な実施形態は、返済の延滞等による信用力の低下を被融資者自らが回避す
ることを促す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る信用情報管理システム１０を含むネットワークの構成
を概略的に示す構成図。
【図２】信用情報管理システム１０の機能を概略的に示すブロック図。
【図３】融資情報データベース４１１において管理される情報の具体例を示す図。
【図４】返済情報データベース４１２において管理される情報の具体例を示す図。
【図５】信用情報データベース４１３において管理される情報の具体例を示す図。
【図６】条件情報データベース４１４において管理される情報の具体例を示す図。
【図７】被融資者支援サービスのトップ画面６０を例示する図。
【図８】ミッション一覧画面７０を例示する図。
【図９】ミッションの内容と対応するポイント数の具体例を示す図。
【図１０】ポイント管理画面８０を例示する図。
【図１１】その他機能画面９０を例示する図。
【図１２】キャッシュバック設定処理の一例を示すフロー図。
【図１３】特別金利決定テーブルの内容を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る信用情報管理システム１０を含むネットワークの構
成を概略的に示す構成図である。信用情報管理システム１０は、図１に示すように、イン
ターネット等のネットワーク２０を介して金融機関システム２５及びユーザ端末３０等と
通信可能に接続されている。システム１０は、融資実行後の被融資者の信用情報を管理す
る途上与信管理機能を有し、借入金の返済等を支援する被融資者支援サービスを被融資者
のユーザ端末３０を介して提供する。
【００１３】
　システム１０は、一般的なコンピュータとして構成されており、図１に示すように、Ｃ
ＰＵ（コンピュータプロセッサ）１１と、メインメモリ１２と、ユーザＩ／Ｆ１３と、通
信Ｉ／Ｆ１４と、ストレージ（記憶装置）１５と、を備え、これらの各構成要素が図示し
ないバス等を介して電気的に接続されている。
【００１４】
　ＣＰＵ１１は、ストレージ１５等に記憶されている様々なプログラムをメインメモリ１
２に読み込んで、当該プログラムに含まれる各種の命令を実行する。メインメモリ１２は
、例えば、ＤＲＡＭ等によって構成される。
【００１５】
　ユーザＩ／Ｆ１３は、ユーザとの間で情報をやり取りするための各種の入出力装置を含
む。ユーザＩ／Ｆ１３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス（例えば、マウ
ス、タッチパネル等）等の情報入力装置、マイクロフォン等の音声入力装置、カメラ等の
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画像入力装置を含む。また、ユーザＩ／Ｆ１３は、ディスプレイ等の情報出力装置、スピ
ーカ等の音声出力装置を含む。
【００１６】
　通信Ｉ／Ｆ１４は、ネットワークアダプタ等のハードウェア、各種の通信用ソフトウェ
ア、又はこれらの組み合わせとして実装され、ネットワーク２０等を介した有線又は無線
の通信を実現できるように構成されている。
【００１７】
　ストレージ１５は、例えば磁気ディスク、フラッシュメモリ等によって構成される。ス
トレージ１５は、オペレーティングシステムを含む様々なプログラム、及び各種データ等
を記憶する。
【００１８】
　本実施形態において、システム１０は、それぞれが上述したハードウェア構成を有する
複数のコンピュータを用いて構成され得る。例えば、システム１０は、１又は複数のサー
バ装置を用いて構成され得る。
【００１９】
　このように構成された信用情報管理システム１０は、ウェブサーバ及びアプリケーショ
ンサーバとしての機能を有し、ユーザ端末３０にインストールされているウェブブラウザ
又はその他のアプリケーションからの要求に応答して各種の処理を実行し、当該処理の結
果に応じた画面データ（例えば、ＨＴＭＬデータ）及び制御データ等をユーザ端末３０に
送信する。ユーザ端末３０では、受信したデータに基づくウェブページ又はその他の画面
が表示される。
【００２０】
　金融機関システム２５は、一般的なコンピュータとして構成されている。金融機関シス
テム２５のハードウェア構成は、システム１０のハードウェア構成と同様であるから、そ
の詳細な説明は省略する。
【００２１】
　ユーザ端末３０は、一般的なコンピュータとして構成されており、図１に示すように、
ＣＰＵ（コンピュータプロセッサ）３１と、メインメモリ３２と、ユーザＩ／Ｆ３３と、
通信Ｉ／Ｆ３４と、ストレージ（記憶装置）３５と、を備え、これらの各構成要素が図示
しないバス等を介して電気的に接続されている。
【００２２】
　ＣＰＵ３１は、ストレージ３５等に記憶されている様々なプログラムをメインメモリ３
２に読み込んで、当該プログラムに含まれる各種の命令を実行する。メインメモリ３２は
、例えば、ＤＲＡＭ等によって構成される。
【００２３】
　ユーザＩ／Ｆ３３は、ユーザとの間で情報をやり取りするための各種の入出力装置であ
る。ユーザＩ／Ｆ３３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス（例えば、マウ
ス、タッチパネル等）等の情報入力装置、マイクロフォン等の音声入力装置、カメラ等の
画像入力装置を含む。また、ユーザＩ／Ｆ３３は、ディスプレイ等の情報出力装置、スピ
ーカ等の音声出力装置を含む。
【００２４】
　通信Ｉ／Ｆ３４は、ネットワークアダプタ等のハードウェア、各種の通信用ソフトウェ
ア、及びこれらの組み合わせとして実装され、ネットワーク２０等を介した有線又は無線
の通信を実現できるように構成されている。
【００２５】
　ストレージ３５は、例えば磁気ディスク又はフラッシュメモリ等によって構成される。
ストレージ３５は、オペレーティングシステムを含む様々なプログラム及び各種データ等
を記憶する。ストレージ３５が記憶するプログラムには、アプリケーションマーケット等
からダウンロードされてインストールされた各種のアプリケーションが含まれ得る。
【００２６】
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　本実施形態において、ユーザ端末３０は、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラ
ブルデバイス、パーソナルコンピュータ、又はゲーム専用端末等として構成され得る。
【００２７】
　このように構成されたユーザ端末３０のユーザは、ストレージ３５等にインストールさ
れているウェブブラウザ又はその他のアプリケーションを介したシステム１０との通信を
実行することによって、システム１０が提供する被融資者支援サービスを利用することが
できる。
【００２８】
　次に、本実施形態の信用情報管理システム１０が有する機能について説明する。図２は
、システム１０が有する機能を概略的に示すブロック図である。システム１０は、図示す
るように、様々な情報を記憶及び管理する情報記憶管理部４１と、被融資者支援サービス
の基本機能を制御する基本機能制御部４３と、ユーザの信用情報を管理する信用情報管理
部４５と、ユーザに対する報酬を設定する報酬設定部４６と、被融資者支援サービスのそ
の他のサブ機能を制御するサブ機能制御部４７と、統計分析を行う統計分析部４８と、を
有する。これらの機能は、ＣＰＵ１１及びメインメモリ１２等のハードウェア、並びに、
ストレージ１５等に記憶されている各種プログラムやデータ等が協働して動作することに
よって実現され、例えば、メインメモリ１２に読み込まれたプログラムに含まれる命令を
ＣＰＵ１１が実行することによって実現される。また、図２に示す機能の一部又は全部は
、システム１０と、金融機関システム２５及び／又はユーザ端末３０とが協働することに
よって実現され、或いは、金融機関システム２５又はユーザ端末３０によって実現され得
る。本実施形態の信用情報管理システム１０は、図２に示す機能以外の機能を有し、及び
、これらの機能の一部を有しないように構成され得る。例えば、システム１０は、サブ機
能制御部４７及び／又は統計分析部４８を有しないように構成され得る。
【００２９】
　システム１０の情報記憶管理部４１は、ストレージ１５等において様々な情報を記憶及
び管理する。情報記憶管理部４１は、例えば、図２に示すように、ユーザが受けた融資に
関する情報を管理する融資情報データベース４１１と、ユーザによる返済に関する情報を
管理する返済情報データベース４１２と、融資実行後のユーザの信用情報を管理する信用
情報データベース４１３と、信用情報の管理に用いられる所定の条件に関する情報を管理
する条件情報４１４データベースと、を有するように構成され得る。
【００３０】
　本実施形態において、情報記憶管理部４１は、融資情報データベース４１１及び／又は
返済情報データベース４１２を有しないように構成され得る。この場合、これらのデータ
ベースにおいて管理される情報は、例えば、金融機関システム２５等から適宜に取得され
る。
【００３１】
　システム１０の基本機能制御部４３は、被融資者支援サービスの基本機能の制御に関す
る様々な処理を実行する。例えば、基本機能制御部４３は、基本機能に関する様々な画面
のＨＴＭＬデータ又は制御データをユーザ端末３０に送信し、ユーザ端末３０で表示され
る当該画面を介したユーザによる操作入力に応答して様々な処理を実行し、当該処理の結
果に応じたＨＴＭＬデータ又は制御データをユーザ端末３０に送信する。基本機能制御部
４３によって制御される基本機能には、例えば、アカウントの新規登録、ログイン認証等
が含まれる。
【００３２】
　システム１０の信用情報管理部４５は、融資の実行後の信用情報の管理（途上与信管理
）に関する様々な処理を実行する。例えば、信用情報管理部４５は、融資の実行後のユー
ザの信用情報を更新する。当該信用情報は、信用情報データベース４１３において管理さ
れ得る。
【００３３】
　本実施形態において、信用情報管理部４５は、ユーザの信用情報に関係し得る様々な情
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報に基づいて信用情報を更新するように構成され得る。例えば、信用情報管理部４５は、
被融資者支援サービス内でのユーザの行動、及び、ユーザから入力された入力情報等に基
づいて信用情報を更新する。また、例えば、信用情報管理部４５は、システム１０以外の
金融機関システム２５等の他のシステムから取得した情報に基づいて信用情報を更新する
。また、例えば、信用情報管理部４５は、ＳＮＳ内でのユーザの行動及び入力情報等に基
づいて信用情報を更新する。こうした信用情報の更新は、更新に必要な情報が得られる都
度繰り返し実行することができ、また、定期的にまとめて実行することもできる。
【００３４】
　本実施形態において、信用情報管理部４５は、ユーザが所定の条件を充足したという情
報に基づいて信用情報を更新するように構成され得る。信用情報管理部４５は、例えば、
ユーザが所定の条件を充足することに応じてポイントを付与するように構成され得る。こ
の場合、信用情報は、ポイントの保有数を含み、ポイントの保有数が大きいほど、信用力
が大きいことを示す。ここで、ポイントの保有数は、信用情報を構成する情報の一例であ
って、本実施形態の信用情報は、これに限定されず、ポイントの保有数以外の情報によっ
ても構成され得る。
【００３５】
　また、信用情報管理部４５は、各々にポイント数が対応付けられている複数の所定の条
件のうちユーザが充足した所定の条件に対応するポイント数を付与するように構成され得
る。つまり、本実施形態において、ユーザに付与されるポイント数が異なる複数の所定の
条件を予め定めておくことができる。この場合、条件を充足する難易度、及び、信用力と
の相関関係の強度（後述する統計分析部４８による統計分析によって統計的に判断するこ
ともできる。）等に基づいてポイント数を予め設定することができる。
【００３６】
　また、信用情報管理部４５は、複数の所定の条件のうちユーザに適用する１又は複数の
所定の条件（ユーザ適用条件）を特定するように構成され得る。信用情報管理部４５は、
特定されたユーザ適用条件をユーザに提示するように構成され得る。本実施形態において
、所定の条件は、ユーザ毎に変化するように構成することもできる。この場合、信用情報
管理部４５は、例えば、ユーザに適用される１又は複数のユーザ適用条件のうちユーザが
充足したユーザ適用条件に対応するポイント数を付与するように構成され得る。例えば、
信用情報管理部４５は、ユーザの返済計画、返済状況、及び、ポイントの保有数の少なく
とも１つに基づいてユーザ適用条件を特定するように構成され得る。
【００３７】
　本実施形態において、所定の条件は様々な条件を含み得る。例えば、所定の条件は、所
定のアクションを実行することに応じて充足する条件を含む。また、所定の条件は、所定
の期間内に所定のアクションを実行することに応じて充足する条件を含む。所定のアクシ
ョンは、被融資者支援サービス上で実行されるもの、及び、ＳＮＳ等の他のサービス上で
実行されるものを含む。例えば、所定の条件は、被融資者支援サービス上で実行されるア
クション（ログイン、及び、特定の情報の閲覧等を含む）を実行することに応じて充足す
る条件を含む。
【００３８】
　システム１０の報酬設定部４６は、ユーザに対する報酬の設定に関する様々な処理を実
行する。例えば、報酬設定部４６は、信用情報に少なくとも基づいてユーザに対する報酬
を設定する。
【００３９】
　本実施形態において、ユーザに対する報酬は、様々な報酬が含まれ得る。例えば、報酬
設定部４６は、ユーザに対するキャッシュバックを報酬として設定するように構成され得
る。しかしながら、キャッシュバックは、本実施形態における報酬の例示である。例えば
、報酬設定部４６は、現実の又は電子的な商品又はサービス、或いは、電子的なアイテム
等のコンテンツを、ユーザに対する報酬として設定するように構成され得る。また、本実
施形態における報酬は、次回の融資における優遇金利の適用を含む。



(8) JP 6244055 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

【００４０】
　報酬設定部４６は、信用情報に少なくとも基づいて特定金利を特定し、当該特定金利に
基づいてキャッシュバックを設定するように構成され得る。例えば、報酬設定部４６は、
実際に支払われた利息と、特定金利を適用した場合に支払うべき利息と、の差額に基づい
てキャッシュバックを設定するように構成され得る。つまり、本実施形態の特定金利は、
過去の返済期間に遡及して適用される金利と言うこともできる。ここで、当該特定金利を
用いたキャッシュバックの設定は一例であって、本実施形態のキャッシュバックは、特定
金利以外の様々な情報を用いて設定することができる。
【００４１】
　本実施形態において、報酬設定部４６による報酬の設定は、様々なタイミングで実行さ
れ得る。例えば、報酬設定部４６は、借入金の返済の完了後に、ユーザに対する報酬を設
定するように構成され得る。この場合、報酬設定部４６は、例えば、返済が完了したこと
を示す情報を、融資者である金融機関のシステム２５等から受信した後に、ユーザに対す
る報酬を設定する。
【００４２】
　また、本実施形態において、報酬設定部４６による報酬の設定は、ユーザによる返済の
完了前にも実行され得る。例えば、報酬設定部４６は、返済の完了前の返済期間内におい
て、ユーザによる指示に応じて、又は、定期的に、ユーザに対する報酬を設定するように
構成され得る。例えば、報酬設定部４６は、ユーザが、ポイントの保有数の一部又は全部
をポイントの使用数として特定して報酬の設定を要求したときに、当該ポイントの使用数
に応じた報酬を設定するように構成され得る。
【００４３】
　本実施形態において、報酬設定部４６は、設定したキャッシュバックを返済金に充当す
るように構成され得る。例えば、報酬設定部４６は、返済の完了前の返済期間内において
、設定したキャッシュバックを返済金に充当することにより返済が完了することとなる場
合に、ユーザによる指示を介して（又は、ユーザによる指示なしに）、キャッシュバック
を返済金に充当するように構成され得る。結果的に、当初（融資実行時に）設定されてい
た返済期間よりも短い返済期間で返済が完了し得る。
【００４４】
　また、報酬設定部４６は、ポイントの保有数の一部又は全部であるポイントの使用数が
大きいほど低くなるように特定金利を決定し、当該特定金利に基づくキャッシュバックを
報酬として設定するように構成され得る。ポイントの使用数は、ポイントの保有数の一部
又は全部がユーザによって特定され、又は、システム１０によって自動的にポイントの保
有数の一部又は全部が特定され得る。なお、報酬設定部４６は、借入金の返済の完了時に
おけるポイントの保有数に基づいて特定金利を決定するように構成されてもよい。
【００４５】
　システム１０のサブ機能制御部４７は、被融資者支援サービスのサブ機能の制御に関す
る様々な処理を実行する。例えば、サブ機能制御部４７は、当該サブ機能に関する様々な
画面のＨＴＭＬデータ又は制御データをユーザ端末３０に送信し、ユーザ端末３０で表示
される当該画面を介したユーザによる操作入力に応答して様々な処理を実行し、当該処理
の結果に応じたＨＴＭＬデータ又は制御データをユーザ端末３０に送信する。サブ機能制
御部４７によって制御されるサブ機能は、例えば、返済計画の閲覧、預金口座情報の閲覧
、支出情報の報告、家計簿機能、融資の仲介等を含む。
【００４６】
　また、サブ機能制御部４７は、ユーザの預金口座情報を取得し、当該預金口座情報に少
なくとも基づいてユーザに警告情報を提示するように構成され得る。例えば、サブ機能制
御部４７は、ユーザが預金口座を有する金融機関のシステム２５等から定期的に、預金口
座情報を取得することができる。本実施形態において、サブ機能制御部４７は、預金口座
情報以外の様々な情報に基づいて、ユーザに対する警告情報を提示するように構成され得
る。
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【００４７】
　システム１０の統計分析部４８は、被融資者支援サービス上で蓄積される情報の統計分
析に関する様々な処理を実行する。例えば、統計分析部４８は、複数のユーザの複数の所
定の条件の充足状況と、複数のユーザの返済状況との相関関係を統計的に分析する処理を
実行するように構成され得る。こうした統計分析の結果は、所定の条件の充足状況と信用
力との相関関係を示し得るから、上述したように、所定の条件に対応するポイント数の設
定に活用することもできる。
【００４８】
　次に、このような機能を有する本実施形態の信用情報管理システム１０の動作について
具体例を用いて説明する。
【００４９】
　図３は、融資情報データベース４１１において管理される情報の具体例を示す。融資情
報データベース４１１は、ユーザ毎の融資情報を管理し、この例では、図示するように、
被融資者であるユーザの「ユーザ基本情報」、融資者である「金融機関」、「融資金額」
、「適用金利」等の情報を管理する。これらの情報は、融資者である金融機関のシステム
２５等から受信して登録され、又は、ユーザによって提供された情報が登録される。「ユ
ーザ基本情報」には、融資実行前の初期与信時における信用情報（例えば、年収、職業、
各種ローンの残高及び返済履歴等）が含まれる。融資情報データベース４１１で管理され
る融資情報は、被融資者であるユーザが被融資者支援サービス上で管理する融資として指
定した融資に関するものである。
【００５０】
　図４は、返済情報データベース４１２において管理される情報の具体例を示す。返済情
報データベース４１２は、ユーザ毎の返済情報を管理し、この例では、図示するように、
ユーザの返済計画（返済期間、返済回毎の支払期日及び返済額等）に関する情報である「
返済計画情報」、ユーザの返済履歴に関する情報である「返済履歴情報」等の情報を管理
する。これらの情報は、融資者である金融機関のシステム２５等から取得して登録され、
又は、ユーザによって提供された情報が登録される。返済情報データベース４１２で管理
される返済情報は、被融資者支援サービス上で管理される融資に関するものである。
【００５１】
　図５は、信用情報データベース４１３において管理される情報の具体例を示す。信用情
報データベース４１３は、ユーザ毎の融資実行後の信用情報を管理し、この例では、図示
するように、「ポイント保有数」等の情報を管理する。このように、この例では、ユーザ
の融資実行後の信用情報を、上述した所定の条件の充足に応じて付与されるポイントを用
いて管理する（ポイントを用いて途上与信を行う、と言うこともできる。）。詳しくは後
述するが、「ポイント保有数」は、ユーザが所定の条件を充足する都度加算され、また、
ユーザがポイントを使用する都度減算される。
【００５２】
　図６は、条件情報データベース４１４において管理される情報の具体例を示す。条件情
報データベース４１４は、ユーザ毎の所定の条件に関する情報を管理し、この例では、図
示するように、ユーザに適用される条件である「適用ミッション情報」、当該適用ミッシ
ョンの達成履歴（所定の条件の充足履歴）を示す「ミッション達成履歴情報」等の情報を
管理する。このように、この例では、所定の条件を「ミッション」と呼び、所定の条件の
充足を「ミッションの達成」と呼ぶ。詳しくは後述するが、適用ミッション情報は、ユー
ザ毎に特定されたミッションに関する情報が設定される。ミッション達成履歴情報は、ユ
ーザによるミッションの達成に応じて適宜に更新される。
【００５３】
　図７は、被融資者のユーザ端末３０において表示される被融資者支援サービスのトップ
画面６０を例示する。このトップ画面６０は、ユーザが被融資者支援サービスを利用する
ときの起点となる画面である。トップ画面６０は、例えば、被融資者支援サービス用のア
プリケーションをユーザ端末３０上で実行したときに、又は、ウェブブラウザ等を介して
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被融資者支援サービスのウェブサイトにアクセスしたとき等に表示される。なお、トップ
画面６０を表示する前に、ログイン認証等の初期処理が実行される。
【００５４】
　また、ユーザが被融資者支援サービスを初めて利用するときには初期設定が行われる。
初期設定では、被融資者支援サービスを利用するために必要な情報が、ユーザによって入
力されて登録される。当該情報には、被融資者支援サービス上での管理を希望する融資を
特定する情報が含まれる。システム１０は、当該融資を特定する情報に基づいて、融資情
報データベース４１１及び返済情報データベース４１２で管理される情報を登録する。
【００５５】
　トップ画面６０には、図７に示すように、ミッション一覧メニュボタン６２と、ポイン
ト管理メニュボタン６４と、その他機能メニュボタン６６と、が配置されている。
【００５６】
　図８は、トップ画面６０のミッション一覧メニュボタン６２が選択されたときに表示さ
れるミッション一覧画面７０を例示する。ミッション一覧画面７０は、図示するように、
一覧表示領域７２を有する。一覧表示領域７２は、ユーザに適用するミッションとして特
定されている適用ミッションの内容、及び、対応するポイント数を一覧表示する。
【００５７】
　図９は、ユーザに適用されるミッションの内容と対応するポイント数の具体例を示す。
ミッション１は「週に１回、返済計画を閲覧する」という内容のミッションであり対応す
るポイント数は５ポイントである。ユーザが返済計画を閲覧すると、１週間に１回を限度
として、ユーザに対して５ポイントが付与される。なお、ポイントが付与されると、信用
情報データベース４１３のポイント保有数が更新される。
【００５８】
　ミッション２は「毎日ログインする」という内容のミッションであり対応するポイント
数は１ポイントである。ユーザが被融資者支援サービスにログインすると、１日に１回を
限度として、ユーザに対して１ポイントが付与される。また、ミッション３は「週に１回
、預金口座の残高を閲覧する」という内容のミッションであり、対応するポイント数は５
ポイントである。ユーザが預金口座の残高を閲覧すると、１週間に１回を限度として、ユ
ーザに対して５ポイントが付与される。
【００５９】
　ミッション４は、「毎日の支出をｘｘｘｘ円以内に抑える」という内容のミッションで
あり対応するポイント数は５ポイントである。ユーザによって入力された１日の支出金額
が上限額（ｘｘｘｘ円）以内であることが確認されると、ユーザに対して５ポイントが付
与される。当該確認は、後述する家計簿機能を介して行われる。また、ミッション５は、
「クーポンを利用する」という内容のミッションであり対応するポイント数は５ポイント
である。ユーザによる特定のクーポンの利用が確認されると、ユーザに対して５ポイント
が付与される。当該確認は、当該特定のクーポンの利用先又は発行元のシステム等から受
信した情報に基づいて行われる。
【００６０】
　ミッション６は、「返済金を期日よりも早く支払う」という内容のミッションであり対
応するポイント数は５０ポイントである。各返済回における返済金が期日よりも早く支払
われたことが確認されると、ユーザに対して５０ポイントが付与される。当該確認は、融
資者である金融機関のシステム２５等から受信した返済情報に基づいて行われる。また、
ミッション７は、「返済金を予定金額よりも多く支払う」という内容のミッションであり
対応するポイント数は５０ポイントである。返済金が予定金額よりも多く支払われたこと
が確認されると、ユーザに対して５０ポイントが付与される。当該確認は、融資者である
金融機関のシステム２５等から受信した返済情報に基づいて行われる。また、ミッション
８は、「返済の延滞なしで返済を完了する」という内容のミッションであり対応するポイ
ント数は１０００ポイントである。延滞なしで返済を完了したことが確認されると、ユー
ザに対して１０００ポイントが付与される。当該確認は、融資者である金融機関のシステ
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ム２５等から受信した返済情報に基づいて行われる。
【００６１】
　ミッション９は、「ＳＮＳ連携」という内容のミッションであり対応するポイント数は
１００ポイントである。ユーザがＳＮＳ連携（ＳＮＳ用のアカウントを用いた被融資者支
援サービスへのログインの設定）を行うと、ユーザに対して１００ポイントが付与される
。また、ミッション１０は、「クレジットカード連携」という内容のミッションであり対
応するポイント数は１００ポイントである。ユーザがクレジットカード連携（被融資者支
援サービスにおいて特定のクレジットカードの明細情報へのアクセスを許可する設定）を
行うと、ユーザに対して１００ポイントが付与される。
【００６２】
　図８に戻り、ミッション一覧画面７０の一覧表示領域７２は、図９に例示したミッショ
ンの内容及び対応するポイント数を一覧表示する。上述したように、この例では、ユーザ
毎に適用されるミッションが設定されており、言い換えると、ユーザ間で適用されるミッ
ションが異なっている。例えば、返済期間がより長いユーザは、図９に例示した「ミッシ
ョン１」の「週に１回、返済計画を閲覧する（５ポイント）」という内容のミッションに
代えて、「月に１回、返済計画を閲覧する（５０ポイント）」という内容のミッションが
適用される。このように、この例では、ユーザ間で適用されるミッションの内容（対応す
る期間やポイント数を含む）が異なっている。なお、上述したように、本実施形態におい
て、全てのユーザに対して同じミッションを適用するように構成しても良い。
【００６３】
　図１０は、トップ画面６０のポイント管理メニュボタン６２が選択されたときに表示さ
れるポイント管理画面８０を例示する。ポイント管理画面８０は、図示するように、ポイ
ント獲得履歴表示領域８２と、「ポイントを使う」と表示されたポイント使用メニュボタ
ン８４と、を有する。また、ポイント獲得履歴表示領域８２の上方には、ユーザのポイン
ト保有数が表示されている。ポイント保有数は、上述したように、信用情報データベース
４１３において管理されている。
【００６４】
　ポイント獲得履歴表示領域８２は、条件情報データベース４１４において管理されてい
るミッション達成履歴情報に基づいて、例えば、ポイントの獲得日（ミッションを達成し
た日付、又は、ミッションの達成をシステム１０が確認した日付、と言うこともできる。
）、達成したミッションの内容、及び、獲得したポイント数を時系列に従って一覧表示す
る。
【００６５】
　ユーザがポイント使用メニュボタン８４を選択すると、ポイントを使用するための画面
が表示され、ユーザは、当該画面を介してポイントを使用することができる。例えば、ユ
ーザは、ポイントを使用して、現実の又は電子的な商品又はサービスを取得又は利用する
ことができる。ポイントが使用されると、信用情報データベース４１３のポイント保有数
が更新される。
【００６６】
　図１１は、トップ画面６０のその他機能メニュボタン６６が選択されたときに表示され
るその他機能画面９０を例示する。その他機能画面９０は、図示するように、返済計画メ
ニュボタン９２と、預金口座情報メニュボタン９４と、家計簿機能メニュボタン９６と、
を有する。
【００６７】
　ユーザが、その他機能画面９０の返済計画メニュボタン９２を選択すると、返済計画を
閲覧するための画面が表示される。当該画面は、例えば、返済回毎に、支払期限、返済額
、返済額の内訳（元金及び利息）、及び、融資残高を表示する。ここで、「週に１回、返
済計画を閲覧する」という内容のミッションが適用されているユーザが、返済計画メニュ
ボタン９２を選択して返済計画を閲覧すると、１週間に１回を限度として、ユーザに対し
て対応するポイントが付与される。
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【００６８】
　ユーザが、その他機能画面９０の預金口座情報メニュボタン９４を選択すると、預金口
座情報を閲覧するための画面が表示される。当該画面は、例えば、預金口座の残高、及び
、預金口座の特定期間における入出金明細を表示する。当該情報は、例えば、ユーザが預
金口座を有する金融機関のシステム２５等から受信して表示される。ここで、「週に１回
、預金口座の残高を閲覧する」という内容のミッションが適用されているユーザが、預金
口座情報メニュボタン９４を選択して預金口座情報を閲覧すると、１週間に１回を限度と
して、ユーザに対して対応するポイントが付与される。
【００６９】
　ユーザが、その他機能画面９０の家計簿機能メニュボタン９６を選択すると、家計簿機
能に対応する画面が表示される。家計簿機能には、ユーザが、毎日の支出情報を入力する
機能が含まれる。ここで、「毎日の支出をｘｘｘｘ円以内に抑える」という内容のミッシ
ョンが適用されているユーザが、当該機能を介して支出情報を入力し、入力された支出情
報に基づく１日の支出金額がミッションで定められている上限額以内である場合には、当
該ユーザに対して対応するポイントが付与される。
【００７０】
　また、家計簿機能には、ユーザに対して警告情報（テキスト、及び、グラフ等の描画オ
ブジェクトを含む）を提示する機能が含まれる。この例では、ユーザの預金口座情報に基
づいて警告情報が表示される。当該警告情報は、ユーザ端末３０に対するプッシュ通知を
用いて通知される。預金口座情報は、ユーザが預金口座を有する金融機関のシステム２５
等から定期的に取得される。例えば、ユーザの預金口座の残高が所定の金額より少なくな
ったとき、ユーザの預金口座から所定の金額を超える引き出しがあったとき等のタイミン
グで警告情報が表示される。なお、警告情報はトップ画面６０などのユーザの目に付きや
すい場所に表示してもよい。
【００７１】
　ここで、警告情報が所定回数繰り返し表示される等の条件を充足したときに、ポイント
が消費される（ポイントの保有数が所定数減る）ようにしても良い。
【００７２】
　このように、ユーザは、借入金の返済期間において、上述した様々な画面を介して被融
資者支援サービスを利用し、また、ミッションの達成に応じてポイントを取得する。そし
て、ユーザが借入金の返済を完了すると、ユーザに対するキャッシュバックが設定される
。
【００７３】
　図１２は、ユーザに対するキャッシュバックを設定するキャッシュバック設定処理の一
例を示すフロー図である。当該処理は、借入金の返済が完了したことを、融資者である金
融機関のシステム２５等を介して確認した後に実行される。キャッシュバック設定処理で
は、まず、図示するように、ポイントの保有数に基づいて特別金利を決定する（ステップ
Ｓ１００）。
【００７４】
　図１３は、ポイントの保有数に基づく特別金利の決定に用いる特別金利決定テーブルの
内容を例示する。この特別金利決定テーブルは、ポイントの保有数の範囲と、実際の適用
金利に対する特別金利の変更幅（下げ幅）と、を対応付けて管理している。この例では、
図示するように、ポイントの保有数が９９９ポイント以下である場合には、適用金利に対
する下げ幅は０．０パーセントポイントであり、適用金利がそのまま特別金利として設定
される。また、ポイントの保有数が１０００ポイント以上１９９９ポイント以下である場
合には、下げ幅が－２．０パーセントポイントであり、ポイントの保有数が２０００ポイ
ント以上２４９９ポイント以下である場合には、下げ幅が－４．０パーセントポイントで
あり、ポイントの保有数が２５００ポイント以上である場合には、下げ幅が－６．０パー
セントポイントである。
【００７５】
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　従って、例えば、実際の適用金利が１８．０％であってポイント保有数が１５００ポイ
ントであるユーザの特別金利は、１６．０％（１８．０％－２．０パーセントポイント）
となる。なお、決定した特別金利が、予め定められている下限金利よりも低くなってしま
う場合には、当該下限金利が特別金利として決定される。
【００７６】
　そして、決定した特別金利を遡及して適用した場合に生じる差額をキャッシュバックと
して設定し（ステップＳ１１０）、このキャッシュバック設定処理を終了する。具体的に
は、特別金利を返済期間の全期間に適用すると、実際の各返済回における利息の支払いが
過剰となっているはずだから、この各返済回の過剰分を合算した金額が差額となり、当該
差額をキャッシュバックとして設定する。こうして設定されたキャッシュバックに関する
情報は、融資者である金融機関のシステム２５等に提供され、当該融資者から被融資者で
あるユーザに対して支払われる。なお、返済を完了したユーザに対して、返済が完了した
旨を認定する電子的な認定証を付与するように構成しても良い。
【００７７】
　このように、本発明の実施形態に従う具体例において、被融資者であるユーザは、返済
期間内において、ミッションの達成に応じてポイントを取得することができ、当該ポイン
トは、キャッシュバック或いは商品又はサービスに交換することができる。従って、ユー
ザは、ミッションに対応する行動（返済計画の閲覧、返済金の早期支払、クレジットカー
ド連携等）が促される。
【００７８】
　上述した例では、返済期間内においても、ポイント管理画面８０のポイント使用メニュ
ボタン８４を介してポイントを使用できるように構成したが、本発明の実施形態は、返済
期間内においてはポイントを使用できないように構成することもできる。つまり、ポイン
トを、返済の完了後における報酬の設定（上述した例ではキャッシュバックの設定）のみ
に使用できるように構成することもできる。
【００７９】
　また、上述した例では、ポイントの保有数に基づいてキャッシュバックを設定するよう
に構成したが、本発明の実施形態において、ポイントの保有数が所定数（例えば、最も低
い特定金利が設定される最小のポイント数（図１３の例における２５００ポイント））を
超過する場合に、当該超過分のポイントをユーザが使用できるようにしても良い。例えば
、当該超過分のポイントを使用して、次回の融資の際の優遇金利を得られるようにしても
よい。
【００８０】
　以上説明した本実施形態に係る信用情報管理システム１０は、融資の実行後のユーザの
信用情報を更新し、この信用情報に少なくとも基づいてユーザに対する報酬を設定する。
このように融資の実行後の信用情報に基づいてユーザに対する報酬を設定するシステム１
０は、信用情報を向上させる行動に対するモチベーションを被融資者に付与し得る。つま
り、本実施形態に係る信用情報管理システム１０は、返済の延滞等による信用力の低下を
被融資者自らが回避することを促す。
【００８１】
　本明細書で説明された処理及び手順は、明示的に説明されたもの以外にも、ソフトウェ
ア、ハードウェア又はこれらの任意の組み合わせによって実現される。例えば、本明細書
で説明される処理及び手順は、集積回路、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、磁気ディスク
等の媒体に、当該処理及び手順に相当するロジックを実装することによって実現される。
また、本明細書で説明された処理及び手順は、当該処理・手順に相当するコンピュータプ
ログラムとして実装し、各種のコンピュータに実行させることが可能である。
【００８２】
　本明細書中で説明された処理及び手順が単一の装置、ソフトウェア、コンポーネント、
モジュールによって実行される旨が説明されたとしても、そのような処理又は手順は複数
の装置、複数のソフトウェア、複数のコンポーネント、及び／又は複数のモジュールによ
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って実行され得る。また、本明細書において説明されたソフトウェア及びハードウェアの
要素は、それらをより少ない構成要素に統合して、又はより多い構成要素に分解すること
によって実現することも可能である。
【００８３】
　本明細書において、発明の構成要素が単数もしくは複数の何れか一方として説明された
場合、又は、単数もしくは複数の何れとも限定せずに説明された場合であっても、文脈上
別に解すべき場合を除き、当該構成要素は単数又は複数の何れであってもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１０　信用情報管理システム
　２０　ネットワーク
　２５　金融機関システム
　３０　ユーザ端末
　４１　情報記憶管理部
　４３　基本機能制御部
　４５　信用情報管理部
　４６　報酬設定部
　４７　サブ機能制御部
　４８　統計分析部
　６０　トップ画面
　７０　ミッション一覧画面
　８０　ポイント管理画面
　９０　その他機能画面

 
【図１】 【図２】
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